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我が国では、急激な人口減少や少子高齢化が進行している。本市においても人口減少と少子高
齢化が進行しており、今後のまちづくりは、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適
な生活環境の実現と、財政面において持続可能な都市経営を実現することが大きな課題となって
いる。

こうした状況を踏まえ、都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立
地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランであり、行政・住民・民間事業者が一体と
なってコンパクトなまちづくりに取り組んでいくための計画である南島原市立地適正化計画（以
下「本計画」という。）を策定する。

計画の背景と目的

序章 立地適正化計画について

計画の位置付け

計画区域

本計画は、都市再生特別措置法第８１条の規定による「住宅及び都市機能増進施設の立地の適
正化を図るための計画」として定めるものである。

また、本計画は、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであることから、
都市計画マスタープランの一部とみなされる。

計画期間

各都市計画区域（有家都市計画区域、西有家都市計画区域、加津佐都市計画区域、口之津都市
計画区域）の全域を本計画の対象区域とする。

なお、都市計画区域外である深江・布津地域、北有馬・南有馬地域には「地域生活拠点」を設
定する。

計画期間は初年度の令和７年度（２０２５）から概ね２０年間とし、令和２６年度（２０４
４）を目標年次とする。また、南島原市都市計画マスタープランの計画期間と整合を図る。

本計画策定後は、概ね５年ごとに計画の効果や実効性を評価し、必要に応じて計画を見直し
ながら運用していく。

南島原市 長崎県

第Ⅱ期南島原市総合計画
（南島原市行政の上位計画）

〇長崎県土地利用基本計画
〇加津佐都市計画、口之津都市計画、西有家都市計画

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（都市計画行政の上位計画）

南島原市の都市計画に関する基本的な方針

南島原市都市計画マスタープラン
（都市計画法第18条の2）

南島原市立地適正化計画

南島原市の各種計画

●南島原市地域防災計画
●南島原市公共施設等総合管理計画
●南島原市国土強靭化地域計画
●南島原市過疎地域持続的発展計画
●南島原市空家等対策計画
●南島原市景観計画 など

整合

連携

即す

南島原市が定める都市計画

即す

●土地利用……………○風致地区 など
●都市施設……………○道路、公園、下水道 など
●市街地開発事業……○土地区画整理事業 など

即す
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第１章 南島原市の課題

課題②拠点における生活機能の維持

課題①働く場所の確保と歩いて暮らせるまちづくり

課題③災害リスク等への対応

本市は人口減少、少子高齢化が進行しており、特
に年少人口の大幅な減少が懸念されている。また市
民意向調査の結果から、多くの市民が今の場所に住
み続けたいと考えているものの、「働き場所」の少
なさに対する不満が大きいことから、子育て世代の
転出抑制や転入促進を図るため、若い世代が暮らし
やすい、働ける場所を市内に確保していくことが必
要である。

本市は地方交付税や国庫支出金の割合が高い依存
型の経済構造であり、今後更なる高齢者の増加によ
り医療・福祉分野におけるサービスが増加すること
で厳しい財政状況となるおそれがある。高齢者の健
康寿命延伸に向けて、日常的により多く歩ける“歩
いて暮らせるまちづくり”が必要である。

■市民意向調査結果（働く場所の多さにつ
いて）

出典：Ｒ５市民意向調査

本市は、各地域の中心部である市役所周辺や各庁
舎周辺に一定の人口集積があるものの、空き家も多
数発生し人口密度が低下している。また生活サービ
ス施設が各地域の中心部に立地しており、生活サー
ビスを将来に渡って維持していくためには、各地域
の中心部周辺での維持とさらなる集約（コンパクト
化）を進めていく必要がある。

各地域の中心部以外にも人口が拡散しているため、
地域コミュニティの維持の観点から人口の拡散を抑
制する必要がある。

全ての生活サービスをそれぞれの地域内でまか
なっていくことは困難であるため、市内や隣接する
地域間を公共交通ネットワークで結び相互の連携を
維持することが必要である。

■空き家の分布状況

出典：南島原市空家等対策計画

本市は洪水や津波等の水害のほか、土砂災害や地震、火山災害等、複数の災害リスクを抱え、
災害ハザード区域が市全域に分布している。ハード、ソフト両面からの災害対策が必要である。

災害発生時に避難行動が困難な高齢者は今後さらに増加する見通しであることから、災害リ
スクの少ない安全性の高い区域への居住の誘導が必要である。

災害発生時の円滑な避難に向けて、歩行空間の整備等を推進することも必要である。

■洪水浸水想定区域（Ｌ２） ■津波浸水想定区域（Ｌ２） ■土砂災害警戒区域・土砂災害
特別警戒区域

出典：国土数値情報
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第２章 基本的な方針

まちづくりの基本方針（ターゲット）

居住・都市機能の誘導方針（ストーリー）

目指すべき都市の骨格構造

１ 快適で暮らしやすいまち ２ 地域内や市内を便利に移動できるまち

３ 安全・安心な、住み続けられるまち

１ 生活サービスを提供する拠点の形成と拠点をつなぐネットワークの構築

２ 市民が暮らしやすい・住み続けられるまちづくり

３ 災害危険性の高い区域への居住の抑制と防災・減災対策の推進

位置付け役割
 各地域の主要な生活サービス施設が
集積する市役所・庁舎等周辺（概ね
１ｋｍ圏内）を「地域核」として位
置付ける（加津佐町の地域核の中心
は加津佐市街地※）

 行政機能や商業・医療・福祉等の都市機
能が集積した、拠点の「核」としての役
割を担う

地域
核

拠
点

 本市の中枢として、有家・西有家地
域の市役所・庁舎を中心とした一帯
を「中心拠点」として位置付ける

 市民生活における主要な公共サービス機
能、商業・業務等の様々な都市機能を提
供する役割を担う

中心
拠点

 各地域の庁舎周辺を中心に、深江・
布津地域、北有馬・南有馬地域、口
之津・加津佐地域を「地域拠点」と
して位置付ける

 各地域に生活する市民の生活拠点として
の役割を担い、日常生活において必要な
公共サービスを提供する役割を担う

地域
拠点

 運行頻度が比較的高く、「南島原市
地域公共交通計画（令和６年６
月）」で「基幹線」として位置付け
られているバス路線を「基幹的交通
軸」として位置付ける

 「中心拠点」、「地域拠点」と市外を結
ぶことで、通勤・通学をはじめとする市
内では完結しない移動を支えるとともに、
観光･交流や移住･定住等の促進につなげ
ていく役割を担う
 「拠点」内の地域核を結ぶことで、拠点
内で生活サービスを提供する役割を担う

基幹的
交通軸

交
通
軸

 市内各所から「中心拠点」、「地域
拠点」を結ぶ路線バスやデマンド型
乗合タクシー等を「地域内交通」と
して位置付け、持続的な移動サービ
スを確保する

 日常生活に欠かせない移動を支える役割
として、各地域の集落と日常生活を支え
る「中心拠点」及び「地域拠点」への移
動を確保する役割を担う

地域内
交通

※加津佐庁舎は加津佐町の市街地から
離れた場所に立地していることから、
加津佐町の地域核の中心及び地域拠
点は加津佐市街地に設定する。
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第３章 居住推奨区域（居住誘導区域）・都市機能
誘導区域・地域生活拠点

居住推奨区域（居住誘導区域）・都市機能誘導区域と
地域生活拠点について

立地適正化計画の計画区域は都市計画区域であり、居住誘導区域と都市機能誘導区域は都市計
画区域内で設定する必要がある。本市の都市計画区域は有家町、西有家町、口之津町、加津佐町
の中心部のみに指定されているため、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区
域は、有家・西有家地域と口之津・加津佐地域の中心部において設定する必要がある。

しかし、本市は８町合併後の現在も、旧各町の庁舎を中心に日常生活を送るうえで必要な機能
が集積し、市民の生活に欠かせない場所として機能している。こうした実態を踏まえると、今後
も旧各町中心部において市民の生活を支える機能を維持していくことが求められているため、本
市においては、有家・西有家地域、口之津・加津佐地域の都市計画区域内に居住誘導区域・都市
機能誘導区域を設定するとともに、深江・布津地域、北有馬・南有馬地域においては地域生活拠
点を設定する。

なお、本市では居住誘導区域を「居住推奨区域」という名称で設定する。

立地適正化計画における考え方都市計画区域
将来都市構造における

位置付け地域

居住推奨区域（居住誘導区域）
・都市機能誘導区域を設定

都市計画区域あり中心拠点有家・西有家

居住推奨区域（居住誘導区域）
・都市機能誘導区域を設定

都市計画区域あり地域拠点口之津・加津佐

立地適正化計画における考え方都市計画区域
将来都市構造における

位置付け地域

地域生活拠点を設定都市計画区域外地域拠点深江・布津

地域生活拠点を設定都市計画区域外地域拠点北有馬・南有馬

■都市計画区域を有する地域における区域設定の考え方

■都市計画区域を有しない地域における区域設定の考え方
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居住推奨区域（居住誘導区域）の設定

有家・西有家地域

口之津・加津佐地域



６

都市機能誘導区域の設定

有家・西有家地域

口之津・加津佐地域
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地域生活拠点の設定

有家町

深江・布津地域 北有馬・南有馬地域
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居住推奨区域（居住誘導区域）・都市機能誘導区域・地域生活拠点



９

誘導施設の設定

口之津・加津佐
地域

有家・西有家
地域

定義（法令等）誘導施設都市機能

－維持
地方自治法第４条第１項
に規定する施設

市役所

行政

維持維持庁舎

誘導誘導
介護保険法第１１５条の
４６第１項に規定する施
設

地域包括支援
センター

介護福祉 維持－

福祉センターの設置管理
について(各都道府県知事
あて厚生事務次官通知)に
基づく施設

福祉センター

維持維持
老人福祉法第２７条の７
に規定する施設

老人福祉
センター

維持維持
児童福祉法第６条の３第
６項に規定する施設

子育て支援
センター

子育て

維持維持
大規模小売店舗立地法第
２条第２項に定める大規
模小売店舗

大規模小売店商業

維持維持
地域保健法第１８条に定
める市町村保健センター

保健センター

医療

維持誘導
医療法第１条の５第１項
に定める病院

病院

維持維持
銀行法第２条に規定する
銀行

銀行金融

－維持
イベント、展示、講座等
を開催可能な５００席以
上を有する施設

ホールを有する
施設

文化・
交流

※誘導：誘導施設に位置付け、誘導する
維持：誘導施設に位置付け、現有機能を維持する
— ：誘導施設に位置付けない

誘導施設は、都市の居住者の共同の福祉や利便のために必要な施設であり、都市機能誘導区
域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設であり、都市機能誘導区域ごとの誘導施設を以下
のとおり設定する。なお、主に周辺の住民が日常的に利用する都市機能については、市内にあ
る程度分散して立地することを許容し、都市機能誘導の対象外とする。

■誘導施設
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第４章 誘導施策

届出制度

誘導施策とは、都市機能誘導区域に都市機能を誘導、居住推奨区域（居住誘導区域）へ居住を
誘導するために講じる施策である。「市が独自に講じる施策」、「国の支援措置を活用して実施
する施策」、「国等が直接行う施策」がある。

市独自の誘導施策は、将来都市像の実現に向けた誘導方針に基づき展開するものとし、国の支
援措置を活用して実施する施策と組み合わせながら効果的な展開を図る。

届出制度は、都市再生特別措置法第８８条及び１０８条の規定に基づく制度で、本計画の適正
な運用に向け、都市機能誘導区域外においては誘導施設、居住推奨区域（居住誘導区域）外にお
いては住宅の立地動向を把握することを目的として運用する。

都市機能誘導区域外または居住推奨区域（居住誘導区域）外において次ページに示す開発行為
や建築行為を行う場合や、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止する場合には、
これらの行為に着手する日の３０日前までに行為の種類や場所等について市長に届け出ることが
必要である。

■市が独自に講じる施策の体系

誘導施策とは

誘導施策施策の方向性
誘導方針

（ストーリー）

快適で暮
らしやす
いまち

地域内や
市内を便
利に移動
できるま
ち

安全・安
心な、住
み続けら
れるまち

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
市
民
が
安
全
・
安
心
で
ず
っ
と
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち

まちづくりの方針
（ターゲット）

• 都市機能の維持・誘導
• 居住人口の維持・拡大

都市機能の誘導

•人口集積の維持・促進
•魅力的で安全な居住地の形
成
•生活サービスへのアクセス
の確保

居住の誘導

※ 防災・減災対策に関する施策は、防災指針において検討

• 都市機能誘導区域にアクセ
スしやすい交通環境の形成

交通ネットワークの確保

 支援措置の有効活用と情報提供
 働く場所の確保につながる事業者支援
 公共施設の整備・再編・集約
 空き家・空き地の有効活用
 移住定住に対する支援

 高規格道路の広域連携の実現
 市内各所と都市機能誘導区域を連絡する

公共交通の維持･充実
 地域内の移動利便性の向上
 交通拠点の機能強化
 公共交通利用者の拡大

 快適な住環境づくり
 安全で利用しやすい道路空間の整備
 交通安全対策の推進
 災害の危険性が高いエリアからの移転促

進
 公共交通の利便性向上

生活サービス
を提供する拠
点の形成と拠
点を繋ぐネッ
トワークの構
築

市民が暮らしや
すい・住み続け
られるまちづく
り

災害危険性の高
い区域への居住
の抑制と防災・
減災対策の推進

こ
れ
か
ら
も

住
み
続
け
た
い

住
ん
で
み
た
い
ま
ち

み
な
み
し
ま
ば
ら

まちづくり
の目標

将来像
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居住推奨区域（居住誘導区域）外にかかる制度

都市機能誘導区域内外にかかる制度

 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為開発行為
 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 建築物の改築または建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とす

る場合

建築行為等

 誘導施設を休止または廃止する場合休止・廃止

■都市機能誘導区域外で届出の対象となるもの

■都市機能誘導区域内で届出の対象となるもの

■届出の対象となる行為の概要
（【例】大規模小売店舗（誘導施設）を新築する場合）

■居住推奨区域（居住誘導区域）外で届出の対象となるもの

■届出の対象となる行為の概要

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が１，０００m2以上

のもの
③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものの建築

目的で行う開発行為（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等）

開発行為

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合
②人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものを新築しようとする

場合（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等）
③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合

建築行為等

※現時点で本市では「人の居住の用に供する建築物」に関する条例はありません。（Ｒ７．
３時点）
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第５章 防災指針

防災まちづくりの将来像

災害リスク別の取組方針

■防災まちづくりの将来像

■防災指針における対応方針（ターゲット）

安全で安心できるまちづくり

安全・安心な、住み続けられるまち

(１)地震に対する取組方針

地震の発生については事前の予測が困難であるとともに、地震に伴う土砂災害、家屋倒壊、ライフ
ラインへの影響等、様々な被害の発生が想定される。平時から建築物、構造物の耐震化に向けた調査
や改修、液状化対策等の対策を推進することが必要である。

(２)津波に対する取組方針

本市においては各地域の沿岸部に津波浸水想定区域が指定されており、津波浸水想定区域内に建物
が立地していることから、建物が全壊となる割合が高まる浸水深２．０ｍを超える区域については居
住推奨区域（居住誘導区域）から除外する。

指定避難所は津波浸水想定区域外に立地しているものの、津波浸水想定区域内に要配慮者利用施設
が立地していることから、津波の防御のための海岸保全施設等に加え、津波発生時にいち早く安全な
場所に避難するための避難路の整備を進めるとともに、迅速な避難体制の構築等のソフト対策を推進
する。

(３)洪水に対する取組方針

本市における洪水浸水想定区域は、各地域を流れる河川の河口付近に分布している。垂直避難が困
難となる浸水深３．０ｍ以上の区域と、洪水時の河岸浸食により木造・非木造の家屋倒壊のおそれが
ある家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）については、居住推奨区域（居住誘導区域）から除外する。

一方、浸水深３．０ｍ未満の浸水想定区域においても平屋の建物や要配慮者利用施設が立地してお
り、迅速な避難が可能な体制の構築が必要であることから、河川整備等のハード整備を推進するとと
もに、避難体制の構築等のソフト対策を推進する。

(４)土砂災害に対する取組方針

土砂災害は突発的に発生し、事前に予測することが困難であることから、土砂災害特別警戒区域等
のレッドゾーンに加え、土砂災害警戒区域についても居住推奨区域（居住誘導区域）から除外する。
今後も県と連携を図りながら土砂災害警戒区域の指定を進めるとともに、新たな区域が指定された場
合には、居住推奨区域（居住誘導区域）の見直しを行う。土砂災害警戒区域において、多くの建物や
要配慮者利用施設が立地しており、迅速な避難が可能な体制の構築が必要であることから、県と連携
を行い、砂防施設や地すべり防止施設等のハード整備を推進し、避難体制の構築等のソフト対策を推
進する。
国道２５１号等の緊急輸送道路と土砂災害警戒区域が重複する箇所が存在することから、災害時に道
路ネットワークが機能を発揮できるよう、道路の土砂災害対策を推進することも必要である。

(５)火山噴火に対する取組方針

火山噴火については、噴火の規模等について予知することが困難である。平時から迅速な避難に向
けた対応として、避難計画の作成や避難誘導対策を推進する。また関係機関との連携により、迅速な
情報収集・伝達が可能な体制を整備する。

(６)雨水出水（内水氾濫）に関する取組方針

雨水出水に対しては、排水ポンプや雨水貯留管等の整備を推進するとともに、内水ハザードマップ
等に基づき、雨水出水が想定される区域の住民に対する周知、啓発を実施し、防災意識の醸成を図る。
なお、内水ハザードマップについては今後Ｌ２（想定最大規模）対応の内容に更新予定であり、更新
後に必要な場合は居住推奨区域（居住誘導区域）の見直しを行う。
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第６章 目標と評価

目標値の設定

計画の評価・見直し

１）生活サービスを提供する拠点の形成と拠点をつなぐネットワークの構築

（１）誘導施設の立地状況

（２）公共交通の利用状況・利用環境

２）市民が暮らしやすい・住み続けられるまちづくり

（１）居住推奨区域内の人口集積状況

（２）財政状況

３）災害危険性の高い区域への居住の抑制と防災・減災対策の推進

（１）災害リスクの低減

目標値基準値単位指標

１０
（令和２６年度）

９
（令和６年度）

種類
都市機能誘導区域内に立地
する誘導施設の種類数

目標値基準値単位指標

５１．３以上
（令和２６年度）

５１．３
（令和２年度）

％
バス路線の徒歩圏人口
カバー率

目標値基準値単位指標

１９．８以上
（令和２６年度）

１９．８
（令和２年度）

％
居住推奨区域（居住誘導区
域）内人口の総人口に対する
割合

目標値基準値単位指標

７８８．６
×インフレ率 以下

（令和２６年度）

７８８．６
（平成３０年度～

令和４年度の平均値）
千円/人

市民一人当たりの
行政コスト

目標値基準値単位指標

７．７未満
（令和２６年度）

７．９
（令和２年度）

％
災害リスクの高いエリアに居住する
人口割合

１００．０
（令和９年度）

９６．０
（令和３年度）

％自主防災組織結成率

立地適正化計画については、概ね５年ごとに施策の実施状況について調査、分析、評価を行う。
庁内や関係機関等との横断的な連携・調整を図るとともに、PDCAサイクルによる計画の進行管
理を行う。
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